








（建築主が複数等の場合の代表者届）

      令和　　　　年　　　月　　　日

　　　　荒　　川　　区　　長　　殿

　私は、下記の敷地について「荒川区細街路拡幅整備要綱」による助成金に関する手続き

及び助成金の受領について、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　を代表者

と定めて委任します。

※建築主が複数等の場合、上記に代表者を１人指定してください。

土地の地名地番

　　　荒川区 　　丁目 番地

　　　その他の建築主（代表者以外の建築主名をお書き下さい。）

　　〒

住　　所

 フリガナ

氏　　名

　認印
電話番号 （ ）

※　本紙は、建築主が複数等の場合のみ提出してください。

　　 建築主が１人で、その建築主が助成金を受領する場合は、本紙の提出は必要ありません。

記

　　　　　捨　印

　　助成金手続きの委任状



令和  年  月  日 
 
 

荒川区細街路拡幅整備要綱による助成金交付申請の要件について 
 
 
このことについて、        は、荒川区細街路拡幅整備要綱第１０

条ただし書きの各号には下記のとおり該当しませんので、別紙により助成金を

申請します。 
 

当社は、中小企業基本法第２条に規定する中小企業者であり、かつ、当該建

築物は販売を目的としたものではありません。 

主な事業  従業員数      人 

資本金又は出資の総額                  万円 

 
 

住所                 

 
氏名         印 
 
（電話）               

 
荒川区長 殿 
 
 
（注） 
荒川区細街路拡幅整備要綱 
（助成対象工事）  
第１０条 前条の助成の対象となる工事は、別表第１の（１）の拡幅整備が予定される

後退用地等におけるものとする。ただし、次の各号の一に該当するものが行う工事は除

くものとする。  
（１） 販売、又は賃貸のための建築物を建築する宅地建物取引業法（昭和２７年法律

第１７６号）第２条第３号に規定する宅地建物取引業者  
（２）  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者以

外の会社  
（３）  第６条第１項ただし書に規定する手続を行う必要があるもの  
（４）  第４条第２号の規定による細街路で、指定どおりの幅員に拡幅整備されたもの  
（５）  国及びこれに準ずる団体  
（６）  住民税等（建築主等が法人等の場合にあっては、法人住民税）を滞納している

もの 


